
実績値 調査時点

６％ ４．４％ 令和４年度
１６６人以上（※１）

（６％）
令和４年度末の施設入所者のうち令和８年度
末までに地域生活へ移行した者の数（割合）

１９人
３４．５％
（※２）

５％ ３．８％ 令和４年度
１３８人以上（※１）

（５％）
令和８年度末における令和４年度入所者数か
らの減少数（割合）

２１人
４５．７％
（※２）

３２５．３日 ３０６日 令和４年度 ３２６日以上
令和８年度末における精神病床からの退院者
の退院後１年以内の退院患者の地域での生
活日数の平均

３１６日 ９６．９％

－
６５歳以上　３，５１３人
６５歳以下　１，１９８人

令和４年度
６５歳以上　２，５２４人
６５歳以下　９３９人

令和８年度末の精神病床における１年以上長期入
院患者の数

６５歳以上　３，２１３人
６５歳以下　　　９８６人

７８．６％
９５．２％

３か月時点　６８．９％
６か月時点　８４．５％
１年時点　　 　　９１％

３か月時点　５１．６％
６か月時点　７６．７％
１年時点　　 ８４．９％

令和４年度
３か月時点　６８．９％
６か月時点　８４．５％
１年時点　　 ９１．０％

令和８年度の精神病床における入院後一定時点の
退院率

３か月時点　５５．５％
６か月時点　７９．２％
１年時点　　 ８８．６％

８０．６％
９３．７％
９７．４％

地域生活支援拠点
の機能の充実のた
めコーディネーター
の配置等の取組を

進める

－ － ３１人
令和８年度末までに地域生活支援拠点に配置
されたコーディネーターの人数

１６人 ５１．６％

市町村又は圏域で
年１回以上の
検証・検討

・全市町村で整備済
・検証及び検討６市

町村５圏域
令和４年度

市町村又は圏域で
年１回以上の
検証・検討

令和８年度末までに地域生活支援拠点の機能
充実のため、年１回以上運用状況を検証及び
検討する

４０市町村
（圏域設置含む）

８８．９％

１．２８倍以上
０．９３倍
（２６２人）

令和４年度
３１３人

（１．２８倍以上）
令和８年度中に福祉施設を通じて一般就労に
移行する者の数

３１９人 １０１．９％

うち　就労移行支援から一般就労への移行者数 １．３１倍以上
０．８６倍
（１２１人）

令和４年度
１６４人

（１．３１倍以上）
　うち就労移行支援を通じて移行する者の数 １４１人 ８６．０％

うち　就労継続支援Ａ型から一般就労への移行者数 １．２９倍以上
０．９９倍
（１１１人）

令和４年度
１１５人

（１．２９倍以上）
　うち就労継続支援Ａ型を通じて移行する者の
数

１２９人 １１２．２％

うち　就労継続支援Ｂ型から一般就労への移行者数 １．２８倍以上
０．９６倍
（２４人）

令和４年度
２７人

（１．２８倍以上）
　うち就労継続支援Ｂ型を通じて移行する者の
数

　３７人 １３７．０％

全体の５割以上 － － 全体の５割以上
令和８年度における就労移行支援事業利用終
了者に占める一般就労移行者の割合が５０％
以上の事業所の割合

６４．７％ １２９．４％

１．４１倍以上
１．０２５倍
（４３人）

令和４年度
５８人

（１．４１倍以上）
令和８年度における就労定着支援事業の利用
者数

１４８人 ２５５．２％

全体の２割５分以上 － － 全体の２割５分以上
就労定着率が７０％以上の就労定着支援事業
所の割合

２３．８％ ９５．２％

協議会（就労支援部
会）等の設置

－ －
協議会（就労支援部

会）等の設置
令和８年度までに協議会（就労支援部会）等を
設置

未設置
（※３）

０％

市町村又は圏域に１
１０圏域中８圏域

で設置済
令和４年度 市町村又は圏域に１

令和８年度末までに主に重症心身障がい児を
支援する児童発達支援事業所及び放課後等
デイサービス事業所を確保する

３２市町村
（圏域設置含む）

７１．１％

県・圏域・市町村に１

・協議の場　１０圏域中
２圏域、８市町村
・コーディネーター　４５
市町村中４市町村配置

令和４年度

・協議の場を市町村
又は圏域に１

・コーディネーターの
配置人数　６０人

・令和８年度までに医療的ケア児等支援のた
めの協議の場を設置した市町村の数
・令和８年度末までの医療的ケア児等に関す
るコーディネーターの配置人数（※４）

・４０市町村
（圏域設置含む）

・５０人

８８．８％
８３．３％

市町村又は圏域に１
１０圏域中１圏域、４
５市町村中５市町村
で整備済

令和４年度 市町村又は圏域に１
令和８年度末までに基幹相談支援センターを
設置した市町村の数

１１市町村
（圏域設置含む）

２４．４％

相談支援専門員研修及びサビ管・児発管研修の修了者数 － － － １，２６５人
相談支援専門員研修及びサビ管・児発管研修
の修了者数

９１５人 ７２．３％

相談支援専門員及びサビ管・児発管への意思決定支援ガイド
ライン等を活用した研修の実施回数

－ － － 年１回
相談支援専門員及びサビ管・児発管への意思
決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施
回数

２回（※５） ２００％

相談支援専門員及びサビ管・児発管への意思決定支援ガイド
ライン等を活用した研修の修了者数

－ － － １００人
相談支援専門員及びサビ管・児発管への意思
決定支援ガイドライン等を活用した研修の修了
者数

１３５人 １３５％

指導監査結果の関係市町村との共有 － 年１回 令和４年度 随時
県実施の指定障害福祉サービス事業者等に
対する指導監査の実施結果を関係自治体と共
有する回数

年５回 １００％

発達障がい者支援地域協議会の開催回数 － ２回 令和５年度 ２回
発達障がい者支援地域協議会の年間の開催
回数

２回 １００％

発達障がい者支援センターによる相談支援件数 － ５，４０９件 令和５年度 ６，０５５件
センターによる相談支援を必要とする相談件
数

４，６７３件 ７７．２％

発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネ
ジャーの関係機関への助言件数

－ ６９６件 令和５年度 ６４１件 センター及びマネジャーの助言を必要とする数 ９９７件 １５５．５％

発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネ
ジャ―の外部機関や地域住民への研修、啓発件数

－ ７２４件 令和５年度 ７１６件
個々の発達障がいの特性に関する理解が図ら
れるために必要な研修、啓発件数

６６１件 ９２．３％

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の開催回数 － － －
・トレーニング１６２回
・プログラム１８５回

令和８年度におけるペアレントトレーニング及
びペアレントプログラム等の支援プログラム等
の開催回数

・トレーニング５１回
・プログラム５６回

３１．５％
３０．３％

ペアレントメンター等を活用したピアサポートの活動の実施回数 － － － １０６回
令和８年度におけるピアサポートの活動の実
施回数

１９回 １７．９％

※１　目標値はＲ６年度からＲ８年度の３年間の累計数。

※２　目標値がＲ６年度からＲ８年度の３年間の累計数のため、目標値の１/３を１００％として達成率を判定。

※３　R７年度に熊本労働局主催の「障害者就業・生活支援センターと関係機関との連絡会議」を当該目標に係る協議会と位置づけており、現在は目標達成済み。

※５　サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者及び相談支援従事者専門コース別研修の「意思決定支援（標準編）」と「意思決定支援（応用編）」の２つの研修を実施。

熊本県障がい福祉計画（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画）（令和６年度～令和８年度）数値目標実績一覧

達成率
（R8年度目標

との比較）

【活動指標】　　　※国の指針に基づき、成果目標は設定していない。

（４）　就労定着率７割以上の就労定着支援事業所

【成果目標】

（２）　一般就労移行率が５割以上の就労移行支援事業所

４　福祉施設から一般就労への移行等

（１）　福祉施設利用者の一般就労への移行者数

第７期・第３期
県目標値（Ｒ８）

【成果目標】

７　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

【活動指標】　　　※国の指針に基づき、成果目標は設定していない。

（１）　主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所
　　　 及び放課後等デイサービス事業所の確保

６　相談支援体制の充実・強化等

（２）　医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置
　　　及びコーディネーターの配置

R6年度
実績

指標の説明

（１）　地域生活移行者数

（２）　施設入所者の減少数

策定時の県の状況１　福祉施設の入所者の地域生活への移行

【成果目標】

第７期・第３期
国基本指針

２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

【成果目標】

（１）　精神病床から退院後１年以内の地域のおける平均生活日数

（２）　精神病床における１年以上長期入院患者数

（３）　精神病床における早期退院率

※４　くまもと障がい者プラン（第６期熊本県障がい者計画）においては医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置市町村数を目標とし、熊本県第７期障がい福祉計画においては各市町村に配置の
　　　医療的ケア児等に関するコーディネーターの人数を目標として設定。

【成果目標】

３　地域生活支援の充実

（１）　コーディネーターの配置人数

（２）　地域生活支援拠点の運用状況の検証及び検討の実施回数

（３）　就労定着支援事業の利用者

８　発達障がい者等に対する支援

（５）　協議会（就労支援部会）等の設置

（１）　基幹相談支援センターの設置

【成果目標】

５　障がい児支援の提供体制の整備等
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